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役職 氏名 役職 氏名

公益財団法人奈良県スポーツ
協会

事務局長 奥田　浩 事務局長 沼田　守弘

第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会
　奈良県準備員会広報・県民運動専門委員会　委員の変更について

令和７年６月９日から令和８年１月２８日までの間における委員の変更について、次のとおり報告する。

新任者 前任者
所属機関・団体

報告事項１
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（敬称略）

分野 機関・団体名 役職 氏名 備考

1 学識経験者 公立大学法人　奈良県立大学 学長特別補佐／教授 岡井　崇之 委員長

2 奈良新聞社 編集部デスク 増山　和樹

3 奈良テレビ放送株式会社 報道制作局長 三宅　剛人

4 ＮＨＫ奈良放送局 コンテンツセンター長 緒方　英俊

5 奈良県商工会議所連合会 幹事 中村　吉代茂

6 奈良県商工会連合会 事務局長 吉川　誓二

7 観光 一般財団法人　奈良県ビジターズビューロー 事務局長 福田　純一

8 公益財団法人奈良県スポーツ協会 事務局長 奥田　浩

9 奈良県障害者スポーツ協会 事務局長 水野　博夫

10 広報広聴課 課長 村上　美紀 

11 スポーツ振興課 課長 □村　宗浩 副委員長

12 観光戦略課 課長 □　勝式

奈良県準備委員会　広報・県民運動専門委員会　専門委員名簿

第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会

県

メディア

スポーツ

産業経済
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報告事項２ 

 

 

第６回常任委員会（令和７年８月５日）の決定事項 

 

 

 

（１） 第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会 

開催基本構想 

 
（２） 第85回国民スポーツ大会 競技会場地市町村第４次選定 

 
（３） 第85回国民スポーツ大会 公開競技会場地市町村第１次選定 

 
（４） 第 30 回全国パラスポーツ大会 県及び会場地市町村の業務分担・経費負担基

本方針 
 

（５） 第85回国民スポーツ大会・第 30回全国パラスポーツ大会 
奈良県準備委員会専門委員会規程の改正について 

 

   ※第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会 

開催基本構想については、P７～P23を参照 
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第８５回国民スポーツ大会・   

第３０回全国パラスポーツ大会 

開催基本構想 
 
 

 
 
  

令和７年８月 

第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会 

奈良県準備委員会 

 

令和 7（2025）年 8 月 5 日 

第６回 常任委員会 決定 
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第１章 開催基本構想策定の趣旨・目的 

 

奈良県では、昭和５９（１９８４）年、「駆けよ大和路 はばたけ未来」をスローガンに、

第３９回国民体育大会「わかくさ国体」を開催しました。また、同年には、「この力 伸ば

そう 生かそう たくましく」をスローガンに、第２０回全国身体障害者スポーツ大会「わ

かくさ大会」を開催しました。 

 

「わかくさ国体」「わかくさ大会」の成功は県民の連帯感を深め、スポーツの振興はも

とより、その後の県勢発展の原動力になりました。 

 

そして、前回開催から４７年が経過した令和１３（２０３１）年には、第８５回国民スポー

ツ大会及び第３０回全国パラスポーツ大会を奈良県で開催します。 

 

昭和から平成、そして令和へと時代が移る中で、スポーツの普及や競技施設の整備

等において重要な役割を果たしてきた大会の意義・目的は、地域づくりや県民の健康・

幸福の向上へと更に広がりを見せています。 

 

そのような中、奈良県で開催する大会を意義あるものにするには、県民をはじめ、す

べての関係者が大会の方向性と大会によってもたらされる成果や価値を理解すること

が重要です。その上で、どのような大会にしていくのかを共有し、協力し合いながら成功

に向けて努力することが、大会の意義を深め、より良い結果を生むことにつながるとい

えます。 

 

そうしたことから、奈良県における大会開催の意義を定め、奈良県が目指す大会の

姿や取り組みの方向性を「第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会

開催基本構想（以下「開催基本構想」という。）としてまとめました。 

 

今後、この開催基本構想に基づき、大会の開催準備・運営を着実に進めるとともに、

大会開催の機運を盛り上げていくこととします。 

 
 

【開催基本構想の位置づけ】 
  

奈良県スポーツ推進計画 

開催基本構想は「奈良県スポーツ推進計画」

と整合を図るとともに、県準備委員会では、

大会開催に係る各分野の審議・調査を行う専

門委員会において、この開催基本構想を踏ま

えた方針や計画、取り組みを具体化します。 
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第２章 国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会 

 

第１節 国民スポーツ大会 

 

１ 概要 

国民スポーツ大会（旧称：国民体育大会）は、広く国民の間にスポーツを普及し、

スポーツの精神を高揚して、国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポ

ーツの推進と地方文化の発展に寄与することを目的として、毎年開催されている国

内最大の国民スポーツの祭典です。 

 

戦後の混乱期の中で国民に希望と勇気を与えるため、昭和２１（１９４６）年に京都

府を中心とした京阪神地域で第１回目の国民体育大会が開催され、以来、毎年、各

都道府県の持ち回りで開催されています。 

 

昭和２３（１９４８）年の第３回福岡県大会から都道府県対抗方式が確立し、天皇

杯と皇后杯が創設されました。 

 

昭和６３（１９８８）年の第４３回京都府大会から２巡目に入り、全国を東地区（北海

道・東北・関東）、中地区（北信越・東海・近畿）、西地区（中国・四国・九州）の３つに

分けて輪番で開催されています。 

 

当初は、冬季、夏季、秋季の３会期で実施されていた国民体育大会は、平成１８

（２００６）年の第６１回兵庫県大会から夏季大会と秋季大会が統合され、以降は冬

季大会と本大会の２会期として開催されています。 

 

スポーツ基本法の一部を改正する法律（平成３０年６月２０日公布）により、国民

体育大会は、令和６（２０２４）年の第７８回佐賀県大会から、国民スポーツ大会に改

称されました。 

 

国民体育大会は、これまで歴史的・文化的に国民スポーツの振興及びスポーツ

文化の発展において、国民スポーツの普及、競技者・指導者の育成、スポーツ施設

の整備、スポーツ組織の充実など、スポーツ振興体制の確立とスポーツ文化の形

成に総合的に寄与してきました。  

 

しかしながら、急激な少子化や人口減少、価値観の多様化等によりスポーツを取

り巻く環境は大会創設時から変化しており、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、

「ＪＳＰＯ」という。）は、令和６（２０２４）年に多様な有識者が参画する「今後の国民ス

ポーツ大会の在り方を考える有識者会議」を設置し、大会の新たな在り方を検討す

ることとしました。全３回の会合を終え、令和７（２０２５）年３月、有識者会議では、開

催自治体の負担軽減やコスト削減を大前提として、創設時の精神や伝統は維持しつ

つ、エンターテインメント性のある魅力的な大会となるよう、抜本的な構造改革を行う

べきであると提言しました。ＪＳＰＯでは、提言内容の具体化にあたっては、令和７（２

０２５）年４月以降、全国知事会及び文部科学省と協議のうえ決定するとしています。 
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２ 実施競技 

国民スポーツ大会の競技には、「正式競技」のほか、「特別競技」、「公開競技」、

「デモンストレーションスポーツ」があります。 

大会の対象となる競技はＪＳＰＯが４年毎に見直し、第８２回大会（長野県）～第８

５回大会（奈良県）における実施競技については、「正式競技」として、毎年実施競

技（３６競技）、隔年実施競技（馬術、なぎなた）が決定しています。奈良県で開催す

る第８５回大会では、馬術を隔年実施競技として実施します。 

「特別競技」としては、高等学校野球を実施します。 

「公開競技」としては、８競技を実施予定です。 

「デモンストレーションスポーツ」については、「国民スポーツ大会デモンストレーシ

ョンスポーツ実施基準」等に基づき、今後、奈良県準備委員会で選定する予定です。 

 
 

【第８５回国民スポーツ大会（本大会）における実施予定競技】 

区  分 競  技  名 

正式競技（３７競技） 

陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ローイング、 

ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、 

ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、 

ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、 

フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、 

弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、

スポーツクライミング、カヌー、アーチェリー、 

空手道、銃剣道、クレー射撃、ボウリング、 

ゴルフ、トライアスロン 

特別競技（１競技） 高等学校野球 

公開競技（８競技） 

綱引、ゲートボール、武術太極拳、 

パワーリフティング、バウンドテニス、 

エアロビック、スポーツチャンバラ、ダンススポーツ 

デモンストレーション 

スポーツ 

地方スポーツの推進、国民の健康増進・体力の向

上等をはじめ、国民のスポーツ推進を図るため、

県内に居住している者を対象として実施する競技

（今後選定） 
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第２節 全国パラスポーツ大会 

 

１ 概要 

全国パラスポーツ大会（旧称：全国障害者スポーツ大会）は、障害のある人がス

ポーツを通して楽しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深め、障害者

の社会参加の推進に寄与することを目的として毎年開催される障害者スポーツの

全国的な祭典です。 

 

全国障害者スポーツ大会は、昭和４０（１９６５）年から身体障害者を対象に行わ

れてきた「全国身体障害者スポーツ大会」と平成４（１９９２）年から知的障害者を対

象に行われてきた「全国知的障害者スポーツ大会」を統合した大会として、平成１３

（２００１）年の第５６回宮城県大会から国民体育大会終了後に、同じ開催地で開催

されています。 

 

令和１１（２０２９）年に開催予定の第２８回全国障害者スポーツ大会（群馬県） か

ら、全国障害者スポーツ大会の略称は、開催予定県がそれぞれ決定する方法を改

め、「全スポ」 へ統一されることになりました。 

 

令和１３（２０３１）年からは、「全国障害者スポーツ大会」の名称が「全国パラスポ

ーツ大会」に変更され、新たな名称のもとで開催される初めての大会を奈良県で迎

えることとなりました。 

 
 

２ 実施競技 

全国パラスポーツ大会では、「正式競技」として個人競技（７競技）と団体競技（７

競技）を実施します。また、広く障害者の間にスポーツを普及する観点から有効と認

められる競技については、「オープン競技」として実施することができます。 

奈良県で開催する第３０回大会の競技・種目については、開催５年前の令和８（２

０２６）年までに公益財団法人日本パラスポーツ協会が決定します。 
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【全国障害者スポーツ大会の実施競技】（令和７年８月現在）  

 

区  分 競  技  名 

正式競技 

（１４競技） 

個人競技（７競技） 陸上競技（身体・知的）、 

水泳（身体・知的）、 

アーチェリー（身体）、 

卓球（身体・知的・精神）、 

フライングディスク（身体・知的）、 

ボウリング（知的）、ボッチャ（身体） 

団体競技（７競技） 車いすバスケットボール（身体）、 

グランドソフトボール（身体）※、 

フットソフトボール（知的）、 

バレーボール（身体・知的・精神）、 

バスケットボール（知的）、 

ソフトボール（知的）、サッカー（知的） 

オープン競技 広く障害者の間にスポーツを普及する観点から有効と認めら

れるものについては、あらかじめ主催者間で協議し実施する

ことができる 

※グランドソフトボールは、令和８（２０２６）年開催の第２５回青森県大会から競技名 

称を「ブラインドベースボール」に変更 
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第３節 第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会開催基本方針 

奈良県準備委員会では、令和３（２０２１）年１１月２４日の第１回総会において、

大会の基本方針を次のように決定しました。 

第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会開催基本方針 

１ 基本方針 

第８５回国民スポーツ大会及び第３０回全国パラスポーツ大会は、大会開催

を契機として、競技スポーツや地域スポーツの推進を図るとともに、県民の健康

増進や生きがいづくりに取り組みます。 

その中で、子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、全ての県民がス

ポーツを通して夢や希望を得られるように、大会を一過性のイベントに終わら

せず、大会開催を契機とした、さらなるスポーツの振興と環境の充実に取り組み

ます。 

これらの取り組みを通じて、「だれもが、いつでも、どこでも」スポーツに親

しめる環境を整備し、「活き活きと安心して健やかに暮らせる健康長寿の奈良県」

の実現を目指します。 

また、世界に誇る多くの歴史文化遺産や四季の美しい自然をはじめとした多

彩な魅力を、県民総出のおもてなしで、全国に向けて発信します。 

このような取り組みを、大会の成功に向けて、全ての市町村及び競技団体、関

係団体・機関の協力と創意工夫のもと、県内一丸となって進めていきます。 

 

２ 実施目標 

１. スポーツを支える仕組みづくり 

トップアスリートの指導者だけでなく、地域のスポーツ指導者やボランティ

アなど、スポーツを支える人たちが、スポーツの楽しさや喜びを伝え、選手を

導けるように、教育分野やスポーツ医・科学等とも連携・協力し、スポーツを

支える仕組みづくりに取り組みます。 

２. 県民に夢と感動を届ける競技スポーツの推進 

県民が夢や感動を得ることができる大会になるよう、奈良県で活躍する選手

を育成するとともに、子どもをはじめ多くの県民が、一流のスポーツに触れ、

憧れ、自らも取り組むことができる競技施設を整備します。 

３. だれもがスポーツに親しめる地域スポーツの推進 

障害の有無や年齢などにかかわらず、だれもがいつでも運動・スポーツに親

しめる身近な環境を整備するとともに、スポーツの楽しさや喜びを広め、県民

の生涯を通じた幅広いスポーツ活動に繋げていきます。 

４. 奈良県の魅力を全国に発信 

自然や文化など地域の魅力がスポーツと繋がり、さらに新たな魅力を創出で

きるよう、県、市町村等が連携・協力し地域の賑わいづくりに取り組みます。  
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第３章 スポーツを取り巻く現状と奈良県における大会開催の意義 

 

第１節 スポーツを取り巻く現状 

 

大会の基本方針の背景にはスポーツを取り巻く社会環境や価値観の変化があり

ます。 
 

（１） 人口減少と少子高齢化の影響 

日本の総人口は減少局面に入り、少子高齢化が加速しています。奈良県にお

いても、若い世代の減少と高齢化が顕著であり、この傾向がスポーツにも影響を

及ぼしています。 

若い世代の減少により、競技スポーツに取り組む人口を維持することは困難

な状況です。指導者、競技役員、ボランティア等といったスポーツを支える人材の

不足も課題となっています。 

高齢化が進む中で、スポーツや運動を通じて心身の健康を維持することは、

健康寿命を延ばし、高齢者自身の生活の質を向上させるだけでなく、高齢化社

会における介護・医療費の削減の面でも重要な要素となります。 

 

（２） スポーツ施設の課題 

県内のスポーツ施設は、昭和５９年の「わかくさ国体」に向けて整備されたもの

が多く、現在では老朽化や機能の陳腐化が進んでいます。 

また、全国大会やブロック大会を開催できる規模の施設が不足しています。 

 

（３） スポーツへの理解と関心 

一人ひとりのライフスタイルや価値観が多様化する中で、スポーツ活動に参加

する人と無関心な人に二極化する傾向が見られます。 

国民スポーツ大会に関しても、競技ごとに行われる他の全国大会が充実する

中で、国民の認知や関心が高い状況にはありません。 

障害者スポーツについても、社会的な理解や認知度が十分とはいえず、障害

者スポーツの普及や全国パラスポーツ大会への認知と関心の向上が求められて

います。 

スポーツを安全かつ健康的に継続する観点から、競技者や関係者がけがの

予防や食事・栄養の重要性を理解し、日常から取り組むことが求められています。 

 

（４） 国民スポーツ大会を取り巻く情勢 

国民スポーツ大会は、都道府県の持ち回り開催が３巡目を迎えるにあたり、大

会開催の意義が改めて問われる状況にあります。 

急激な少子化や人口減少、地方財政のひっ迫、競技ごとに行われる他の全国

大会の充実といった環境変化を背景に、開催自治体の負担軽減や大会の魅力

向上を通じて、将来的に持続可能な大会となることを目指し、大会の意義やあり

方を再検討することが期待されています。 

スポーツ振興や地域の活性化に大きな期待が寄せられる一方で、効率的な

大会運営など大会のあり方に変化が求められています。 
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第２節 奈良県における大会開催の意義 

 

スポーツは社会を変える力を持っています。大会の成功に向けてすべての関係

者が協力し、成果や価値をもたらすことが地域社会の成長を支えます。 
 

（１） スポーツ活動の持続的発展と人材育成 

奈良県では、人口減少・少子高齢社会を見据え、まちづくりや社会保障など

様々な行政分野において、市町村同士または奈良県と市町村の連携・協働が進

められています。 

スポーツの分野においても、県と市町村に加え、競技団体、関係団体・機関、

学校、企業との連携・協働により、持続可能なスポーツ環境を構築することが期

待されます。 

国民スポーツ大会においては、施設基準を満たす競技施設や競技役員等の

不足に対応するため、近隣府県や広域ブロック間の協力、中央競技団体からの

支援が重要となります。 

大会を契機に、県内のスポーツ競技力向上と競技の普及が促進されるととも

に、ジュニア層の育成や指導者の養成にもつながることが期待されます。 

さらに、競技役員やボランティアの養成を進めることで、大会運営の基盤を強

化することが期待されます。 

 

（２） スポーツ施設の整備と活用 

施設面では、老朽化した施設の改修や新たな施設の整備、機能向上、ユニバ

ーサルデザイン化などを進め、将来にわたりスポーツに取り組める環境を整えて

いくことが期待されます。 

大会に向けて整備された県・市町村のスポーツ施設は、大会後も広く県民に利

用され、各競技の会場地となった市町村では、その競技が地域に根付き、持続

可能なスポーツ振興につながることが期待されます。 

 

（３） 共生社会の実現 

大会の感動を共有し、スポーツの楽しさや喜びを共に分かち合うことで、すべ

ての人々が支え合い、尊重し合う社会の実現につながることが期待されます。 

全国パラスポーツ大会を契機に、県内における障害者スポーツの認知度が高

まり、障害の有無に関わらず、広く普及することが期待されます。 

ボランティアや指導者等の養成を進め、障害者スポーツの発展が期待されま

す。 

 

（４） スポーツ意識の向上と健康増進 

子どもから大人まで多くの県民が「する」「観る」「支える」の場面で大会に参加

することにより、県民一人ひとりのスポーツへの関心が高まり、スポーツ活動が

継続的に行われることが期待されます。 

大会後も、県民が定期的な運動や身体活動を通じて心身の健康を維持・向上

させ、健康的な生活や長寿を享受することで、地域社会の活力が高まることが期

待されます。 
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（５） 地域の活性化 

大会開催を通じて、開・閉会式や各地で開催される競技会、関連行事・イベント

に県内外から多くの方々が訪れることで、地域の賑わいや交流が生まれることが

期待されます。 

また、世界に誇る多くの歴史文化遺産や四季の美しい自然、豊かな食の魅力

とスポーツが結びつき、県内外にアピールできる絶好の機会となることが期待さ

れます。 
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第４章 奈良県が目指す大会の姿と具体的な取り組み 

 

第１節 本県が目指す大会の姿 

４７年ぶりに巡ってくる大会は奈良県にとって大きなチャンスです。大会準備は、

スポーツに関わるすべての者が、スポーツを取り巻く社会環境や価値観の変化に

向き合い、未来を見据えた取り組みを行う貴重な期間といえます。 

今ある資源を最大限に活用し、関係者の協力と創意工夫で、次世代に価値ある

ものを生み出す大会にすることができれば、スポーツ全体の発展にも寄与するもの

と考えます。 

また、全国パラスポーツ大会を契機に、障害者スポーツの社会的な理解や認知

度を高め、支え合い、尊重し合う社会の実現につなげることも重要です。 

そのため、国民スポーツ大会・全国パラスポーツ大会を一過性の競技会やイベ

ントとして捉えるのではなく、スポーツをしたい人が快適にスポーツに親しめる環境

を整えることを大会のレガシーとして位置づけ、スポーツを支える体制や仕組みを

次世代へと継承することを目指します。 

さらに、大会をきっかけとして、スポーツを「する」「観る」「支える」といった行動が

定着し、健康的な生活や心身の豊かさをもたらすことで、社会全体として持続可能

な幸せ「ウェルビーイング（well-being）」を実現することが目標です。 

第３章第２節で記した大会開催の意義を踏まえ、「未来をつくる大会」と「スポーツ

とつながる大会」という２つの姿を実現するための取り組みを展開していきます。 

 
 

  

１． 未来をつくる大会 

新しい大会をつくることで、県民や地

域社会、次世代のための未来をつく

ります。 

２．スポーツとつながる大会 

この大会を通じて、スポーツを中心

としたつながりを生み出し、次世代

へとスポーツの価値を引き継ぎま

す。 

②連携・協働でつくる大会 

①コンパクトな、新たな大会 

③共生社会をつくる 

① ｢する｣｢観る｣｢支える｣で 

スポーツとつながる 

②アスリートと 

スポーツを支える人材をつなぐ 

③地域とスポーツがつながる 
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第２節 具体的な取り組み 

１. 未来をつくる大会 

新しい大会をつくることで、県民や地域社会、次世代のための未来をつくります。 

① コンパクトな、新たな大会 

 選手にとって最大限のパフォーマンスを発揮でき、参加者にとって安全

かつ快適に大会を満喫できる環境を整えることを目指します。 

 運営の効率化を進め、無駄を省きながら、全体の質を維持し、参加者と

関係者の満足度が高い大会を目指します。 

 開・閉会式の屋内開催や式典全体の時間を短縮することで選手のコン

ディションに配慮するなど、参加者ファーストの大会運営を模索します。 

 既存施設を最大限活用し、整備・改修が必要な場合でも、将来にわたっ

て施設が果たす役割と財政負担とのバランスを考慮した施設整備を推

進します。 

 ２０５０年に二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指す「２０５０年カーボンニ

ュートラル」の取り組みを踏まえ、資源を無駄にしない物品調達や「３Ｒ」

（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組み等を推進し、環境への負

荷を最小限に抑えた大会運営を行います。 

② 連携・協働でつくる大会 

 県、市町村、競技団体、関係団体・機関 、学校、企業などの様々な主体

が連携協力して大会に関わり、大会の成功に貢献します。 

 県内の既存施設の活用や仮設施設での対応が難しい競技については、

県外施設での競技開催に向けて他府県と連携を図ります。 

 広域での競技役員等の派遣応援により、技術と知識の質を維持した競

技運営を行います。 

 教育分野や医・科学等とも連携・協力し、スポーツに関わるすべての人

がアンチドーピングなどの正しい知識を身につけ、安全に、かつ健康的

にスポーツに取り組める環境を整えることを目指します。 

③ 共生社会をつくる 

 国民スポーツ大会・全国パラスポーツ大会共通の方針や計画等を策定

するなど、両大会の開催準備や運営を一体的に進めます。 

 障害のある人や高齢者、子どもなど、すべての人が安心して参加できる
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よう、ユニバーサルデザインの視点に立った大会づくりを目指します。 

 全国パラスポーツ大会を契機に、心のバリアフリーを進め、障害者スポ

ーツへの理解を促進します。 

 障害者スポーツに関わるボランティアを養成するとともに、情報やサービ

ス、制度等の利用のしやすさを高め、障害のある人がスポーツを楽しむ

ことができる環境づくりを進めます。 

 

２. スポーツとつながる大会 

この大会を通じて、スポーツを中心としたつながりを生み出し、次世代へとス

ポーツの価値を引き継ぎます。 

①  「する」「観る」「支える」でスポーツとつながる 

 競技の魅力を多くの人に伝えることで、大会への関心と競技への理解を

深め、応援につなげます。 

 スポーツを応援することの楽しさを感じ、選手の活躍に感動や憧れを抱く

ことで、スポーツへの関心を高めることを目指します。 

 大会を契機に、県民一人ひとりが運動や身体活動への意欲を高め、ス

ポーツ活動が継続的に行われることを目指します。 

 大会の開･閉会式や各競技会の運営を支えるボランティアの募集･養成

を行います。 

 全国パラスポーツ大会を契機に、心のバリアフリーを進め、障害者スポ

ーツへの理解を促進します。（再掲） 

 障害者スポーツに関わるボランティアを養成するとともに、情報やサービ

ス、制度等の利用のしやすさを高め、障害のある人がスポーツを楽しむ

ことができる環境づくりを進めます。（再掲） 

② アスリートとスポーツを支える人材をつなぐ 

 多様な主体と連携した次世代アスリートの発掘や育成、強化支援を推進

します。 

 指導者や競技役員等の競技を支える人材の確保と養成を促進します。 

 教育分野や医・科学等とも連携・協力し、スポーツに関わるすべての人

がアンチドーピングなどの正しい知識を身につけ、安全に、かつ健康的

スポーツに取り組める環境を整えることを目指します。（再掲） 
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③ 地域とスポーツがつながる 

 各地で実施された競技がそれぞれの地域に定着することにより、活力あ

る地域づくりにつなげます。 

 奈良県のプロスポーツチームと連携して大会を盛り上がることで、地域と

スポーツとの一体感をはぐくみます。 

 大会に訪れる人々に奈良県の魅力を発信し、大会後の再訪につなげる

ことで地域経済を活性化します。 
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大
会
に
関
わ
り
、
大
会
の
成
功
に
貢
献
し
ま
す
。

•
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
に
立
っ
た
大
会
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

•
全
国
パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
大
会
を
契
機
に
、
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
進
め
、
障
害
者
ス

ポ
ー
ツ
へ
の
理
解
を
促
進
し
ま
す
。

•
ス
ポ
ー
ツ
を
応
援
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
感
じ
、
選
手
の
活
躍
に
感
動
や
憧
れ
を

抱
く
こ
と
で
、
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

•
大
会
を
契
機
に
、
県
民
一
人
ひ
と
り
が
運
動
や
身
体
活
動
へ
の
意
欲
を
高
め
、
ス

ポ
ー
ツ
活
動
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

•
大
会
の
運
営
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
･養
成
を
行
い
ま
す
。

•
多
様
な
主
体
と
連
携
し
た
次
世
代
ア
ス
リ
ー
ト
の
発
掘
や
育
成
、
強
化
支
援
を
推

進
し
ま
す
。

•
指
導
者
や
競
技
役
員
等
の
競
技
を
支
え
る
人
材
の
確
保
と
養
成
を
促
進
し
ま
す
。

•
各
地
で
実
施
さ
れ
た
競
技
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力

あ
る
地
域
づ
く
り
に
つ
な
げ
ま
す
。

•
大
会
に
訪
れ
る
人
々
に
対
し
奈
良
県
の
魅
力
を
発
信
し
、
大
会
後
の
再
訪
に
つ
な

げ
る
こ
と
で
地
域
経
済
を
活
性
化
し
ま
す
。

○
策
定
の
趣
旨

○
目
指
す
大
会
の
姿

「
未
来
を
つ
く
る
大
会
」
と
「
ス
ポ
ー
ツ
と
つ
な
が
る
大
会
」
と
い
う
２
つ
の
姿
を
実
現
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
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開催内定を契機とした広報活動について 

 
１． 前回（第２回）広報・県民運動専門委員会での意見交換の概要 

前回の会議において、令和８（2026）年７月の開催内定を契機とした広報

活動のあり方について、意見交換を実施しました。委員から次のようなご意

見・ご提案を頂戴しました。 

 限られた予算やリソースの中で、内定イベントの実施や規模、内容の検討

が必要である。 

 どこの会場でどのような競技が開催されるのかに関心が高いと思われる。 

 マスコットキャラクターを活用した広報が大事。せんとくんの着ぐるみを

つくるのも一案である。 

 イベントによる広報は効果的だが、来場者数に限界がある。ＳＮＳを活用

した継続的な情報発信が重要である。 

 ＳＮＳは県外への発信にも有効であり、観光地の情報などもあわせて観光

促進を図るとよい。 

 広報やイベントは国スポ・全スポの意義や理念を伝える手段である。大会

のコンセプトを明確に伝え、大会ではどのような取り組みを行うのかを発

信することが重要である。 

 草の根的な機運醸成や、自治体・地域と連携した活動も重要である。 

 全スポは、選手にとって参加することに意義がある。参加者に記念となる

ものを用意するのもよい。 

 イベントなど様々な手段で広報することは、スポーツの発展につながる大

切な役割である。 

 現代のスポーツの多様な価値を広く発信することが求められている。 

 

２． 開催内定に関する広報（案） 

① スポーツイベントへのブース出展 

既存イベントの来場者に直接アプローチできること、広報効果を高めつ

つコストや運営負担を抑えられること、他のスポーツイベントとの相乗

効果が期待できることを考慮し、単独でのイベント開催ではなく、既存イ

ベントへのブース出展の形を採用しました。 

 

【出展内容】 

 国スポ開催内定の意義や国スポ・全スポの魅力を紹介（開催基本構想

リーフレット配布） 

 大会仕様せんとくん着ぐるみのお披露目 

 国スポ競技会場地の紹介 

報告事項３ 
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 わかくさ国体記録映像の放映 

 ノベルティグッズの配布 

 

【スポーツイベントの例】※関係機関等との調整が必要なため、現時点では未定です。 

 家族でチャレンジ！体力チェック（奈良県主催） 

運動習慣のない方や運動に興味のない方にも、楽しく運動を始め

るきっかけ作りとなることを目指して、体力測定を行うイベント。

イオンモールで開催され、ファミリー層の集客が期待される同イ

ベントへの出展を検討。（令和７年度は９月６日に実施） 

 奈良マラソン（奈良マラソン実行委員会主催） 

古都・奈良の世界遺産を駆け抜けるマラソンイベント。ロートフィ

ールド奈良に設置される「奈良マラソンＥＸＰＯ」への出展を検討。

（令和７年度は 12 月 13 日 14 日に実施） 

 

② プレスリリースを用いたパブリシティの展開 

報道機関向けに資料配信を行い、スポーツイベントの告知とともに、開

催内定の意義や大会の魅力を伝えます。 

 

③ 県公式ＳＮＳによる情報発信 

 県公式 SNS（X、Instagram、Facebook 等）を活用し、大会愛称・スロー

ガンの決定、開催内定、マスコットキャラクターの活動などをタイムリー

に発信します。 

 

 

３． 令和８年度準備委員会予算案 

広報関係内容 

・ 愛称・スローガンロゴデザイン 

・ 開催基本構想リーフレット制作 

・ ノベルティグッズ制作 

・ 大会仕様せんとくん着ぐるみ制作 
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第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

愛称・スローガン採用作品の決定について 

 

（１）制定の方針 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会を象徴し、広く

県民に愛される愛称及びスローガンを公募し、制定する。 

（令和 6 年 11 月 12 日第 1 回広報・県民運動専門員会決定） 

（２）募集 

①募集期間  令和 7 年 7 月 1 日～9 月 12 日 

②応募資格 制限なし 

③募集作品 

   愛称    … 親しみやすく呼びやすい、奈良県らしさあふれる言葉で表現

された、2031 年に開催される国民スポーツ大会・全国パラ

スポーツ大会の呼び名 

スローガン … 奈良県が目指す大会の姿を印象づける言葉・キャッチコピー 

④募集の結果 

応募者数      １，６６１人 

(内訳)  奈良スーパーアプリ １，５７０人 

応募チラシ・はがき    ９１人 

作品数 

愛称       １，４９５点 

スローガン   １，４４４点 

 
○年代別 

 

審議事項１ 
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○県内・県外別  

 

 

（３）選定の経過と今後の予定 

R7.9.13～10.15 事務局による調整 

①形式審査（募集要項に定めた事項を満たしてない作品を除外） 

愛称 1,322 点、スローガン 1,035 点を選定 

②用字（ひらがな・カタカナ・漢字・ローマ字）の違い、 

複数のキーワードを含む作品で並び順が異なる作品、開催年 

「2031」の有無が異なる作品を統合。 

愛称 55 点、スローガン 56 点を選定 

R7.10.16～11.7 選定部会 書類審査１回目 

愛称 29 点、スローガン 27 点を選定 

R7.11.11～12.5 選定部会 書類審査２回目 

愛称 15 点、スローガン 14 点を選定 

R7.12.23 選定部会 

愛称・スローガン 10 組を選定 

R7.12.24～R8.1.16 先行商標調査・著作権確認 

R8.1.29 第３回広報・県民運動専門委員会  

採用作品決定 

R8.3.26 常任委員会 採用作品報告 

公表 
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 第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

愛称・スローガン募集要項 

 

１ 趣旨 

  奈良県では、2031 年（令和 13 年）に、第 85 回国民スポーツ大会（略称：

国スポ）及び第 30 回全国パラスポーツ大会（略称：全スポ）を開催します。本

大会の機運を高めるため、大会を象徴し、広く県民に愛される「愛称」・「スロー

ガン」を募集します。 

 

２ 募集期間 

  2025 年７月１日（火）～2025 年９月 12 日（金）（当日消印有効） 

 

３ 応募資格 

  制限はありません。 

未成年の方は、保護者の同意が必要です。（ご応募いただく際に保護者の方

の氏名及び電話番号（平日日中帯にご連絡が取れる連絡先）を応募フォーム

へご入力いただく必要があります。） 

 

４ 募集作品及び条件 

（１）愛称 

・親しみやすく呼びやすい、奈良県らしさあふれる言葉で表現された、2031

年に開催される国民スポーツ大会・全国パラスポーツ大会の呼び名のこと

です。 

・募集作品は、「○○国スポ・全スポ」「国スポ・全スポ○○」の○○の部分

です。 

・「奈良」を入れる場合は、ひらがな、カタカナ、ローマ字（ＮＡＲＡ）でも 

構いません。 

 

（２）スローガン 

  ・奈良県が目指す大会の姿を印象づける言葉・キャッチコピーのことです。 

 

５ 賞金 

  応募作品の中から、「愛称」、「スローガン」それぞれ次のとおり採用作品を

選定し、賞金を贈呈します。 

  また、採用作品の応募者が複数ある場合は、抽選による懸賞当選者を１名決

定します。 

参考１ 

令 和 ７ （ 2 0 2 5 ） 年 ６ 月 ９ 日 

第２回広報・県民運動専門委員会 決定 
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（１）愛称 

採用作品 １作品 賞金５万円 

（２）スローガン 

採用作品 １作品 賞金５万円 

 

６ 応募方法 

（１）チラシについている応募はがき、郵便はがき、または、インターネット（奈

良スーパーアプリ）のいずれかの方法で応募してください。 

電話、ＦＡＸ、電子メールによる応募は受け付けません。 

 

（２）応募１件につき、「愛称」、「スローガン」各１作品を明記し、それぞれに

説明や込められた思い（200 文字以内）を必ず記載してください。 

なお、「愛称」、「スローガン」のいずれか１作品の応募も可能です。 

 

（３）応募者の名前（ふりがな）、郵便番号、住所、年齢、電話番号、職業

（学校名、学年）を記入してください。 

 

（４）作品は、自作で未発表のものに限ります。 

 

（５）１人何作品でも応募できます。ただし、１回の応募につき各１作品の応募

とし、それぞれ異なる作品に限ります。 

                               

（６）作品応募に係る費用は、応募者の負担となります。郵便による場合、切手

のないもの等は受け付けません。 

 

７ 審査及び決定 

（１）第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会奈良県準備委

員会において審査し、採用作品を決定します。 

 

（２）審査基準 

愛称・スローガン共通 

① 言葉の響きやリズムがよく、印象に残ること。 

② 一部の地域に限定される表現が用いられていないこと。 

③ 過去に使用された作品と類似していないこと。 

④ 開催基本方針から想起されるフレーズに沿った内容であること。 
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「だれもが、いつでも、どこでもスポーツに親しむ」 

「活き活きと安心して健やかに暮らす」 

「奈良県の魅力発信」 など 

 

愛称 

① 誰からも親しみやすく、呼びやすいものであること。 

② 奈良県らしさのある言葉で、奈良県の魅力を広く発信できるものである

こと。 

 

スローガン 

① 奈良県で開催される大会の趣旨や目的、大会に向けた思いを印象づける 

言葉であること。 

② 奈良県をイメージできる言葉・フレーズが用いられていること。 

 

８ 発表 

  採用作品の発表は、2026 年３月頃にホームページなどで公表します。 

 

９ その他 

（１）採用作品は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会

の「愛称」、「スローガン」として採用し、その広報活動などに広く使用し

ます。 

 

（２）採用作品の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含む）、

商標権その他一切の権利は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パ

ラスポーツ大会奈良県準備委員会に帰属するものとします。 

 

（３）応募作品について著作権等に関わる問題が生じた場合は、すべて応募者

の責任となります。 

 

（４）応募作品は、返却しません。 

 

（５）応募作品は、補作（加筆・修正）を行った上で、採用作品とする場合があ

ります。 

 

（６）住所、名前、電話番号等の個人情報については、本事業実施に関わる事務

以外には使用しません。なお、懸賞当選者の名前、住所（市町村名）、職
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業（学校名・学年）については原則公表します。 

 

（７）この募集要項に違反したものは、審査の対象となりません。後日違反が判

明した場合には、採用を取り消すことがあります。 

 

（８）応募の時点で、この募集要項の記載事項に同意したものとします。 

 

10 応募・問い合わせ先 

  〒630-8501 奈良県奈良市登大路町 30 

   第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

奈良県準備委員会事務局 

（奈良県地域創造部 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会準備室内） 

   ＴＥＬ：0742-27-8910  

   ＨＰアドレス：https://www.pref.nara.jp/61488.htm 
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（参考１） 

 

＜当県での前回開催の国民体育大会・全国身体障害者スポーツ大会の愛称及びスローガン＞ 

開催年 愛称 スローガン 

1984 年 

（奈良県） 

わかくさ国体 駆けよ大和路はばたけ未来 

わかくさ大会 この力伸ばそう生かそうたくましく 

※今回の募集に関しては、国スポ・全スポ共通の愛称及びスローガンとします。 

 

＜先催県における大会・愛称スローガンの制定状況＞ 

開催年 愛称 スローガン 

2024 年 

（佐賀県） 

ＳＡＧＡ２０２４ 

国スポ・全障スポ 

新しい大会へ。 

すべての人に、スポーツのチカラを。 

2025 年 

（滋賀県） 

わたＳＨＩＧＡ輝く 

国スポ・障スポ 

湖国の感動 未来へつなぐ 

2026 年 

（青森県） 

青の煌めきあおもり国スポ 

青の煌めきあおもり障スポ 

翔けろ未来へ縄文の風に乗って 

 

2027 年 

（宮崎県） 

日本のひなた 

宮崎国スポ・障スポ 

紡むぐ感動 神話となれ 

 

2028 年 

（長野県） 

信州やまなみ国スポ・全障スポ 行こう。それぞれの頂へ。 

2029 年 

（群馬県） 

湯けむり国スポ・全スポぐんま  

2030 年 

（島根県） 

島根かみあり国スポ・全スポ 

 

自分を超えろ、神話をつくれ 
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（参考２） 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

開催基本方針 

 

１．基本方針 

第 85 回国民スポーツ大会及び第 30 回全国パラスポーツ大会は、大会開催を契機 

として、競技スポーツや地域スポーツの推進を図るとともに、県民の健康増進や生き 

がいづくりに取り組みます。 

その中で、子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、全ての県民がスポー 

ツを通して夢や希望を得られるように、大会を一過性のイベントに終わらせず、大会 

開催を契機とした、さらなるスポーツの振興と環境の充実に取り組みます。 

これらの取り組みを通じて、「だれもが、いつでも、どこでも」スポーツに親しめる 

環境を整備し、「活き活きと安心して健やかに暮らせる健康長寿の奈良県」の実現を目 

指します。 

また、世界に誇る多くの歴史文化遺産や四季の美しい自然をはじめとした多彩な魅 

力を、県民総出のおもてなしで、全国に向けて発信します。 

このような取組を、大会の成功に向けて、全ての市町村及び競技団体、関係団体・ 

機関の協力と創意工夫のもと、県内一丸となって進めていきます。 

 

２．実施目標 

（１）スポーツを支える仕組みづくり 

トップアスリートの指導者だけでなく、地域のスポーツ指導者やボランティアな 

ど、スポーツを支える人たちが、スポーツの楽しさや喜びを伝え、選手を導けるよう 

に、教育分野やスポーツ医・科学等とも連携・協力し、スポーツを支える仕組みづく 

りに取り組みます。 

（２）県民に夢と感動を届ける競技スポーツの推進 

県民が夢や感動を得ることができる大会になるよう、奈良県で活躍する選手を育 

成するとともに、子どもをはじめ多くの県民が、一流のスポーツに触れ、憧れ、自ら 

も取り組むことができる競技施設を整備します。 

（３）だれもがスポーツに親しめる地域スポーツの推進 

障害の有無や年齢などにかかわらず、だれもがいつでも運動・スポーツに親しめる 

身近な環境を整備するとともに、スポーツの楽しさや喜びを広め、県民の生涯を通じ 

た幅広いスポーツ活動に繋げていきます。 

（４）奈良県の魅力を全国に発信 

自然や文化など地域の魅力がスポーツと繋がり、さらに新たな魅力を創出できる 

よう、県、市町村等が連携・協力し、地域の賑わいづくりに取り組みます。 
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第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

広報・県民運動専門委員会 

愛称・スローガン選定部会設置要項 
 
（趣旨） 

第１条 この要項は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大 

会奈良県開催準備委員会専門委員会規程第５条の規定に基づき、広報・県民運

動専門委員会（以下「専門委員会」という。）に設ける愛称・スローガン選定

部会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（所掌事務） 

第２条 部会は、以下の事項について所掌する。 

（１）応募作品の審査及び採用作品の選定に関すること 

（２）その他、審査及び選定に関する必要な事項 
 
（部会の構成） 

第３条 部会は、以下の委員をもって組織する。 

（１）部会長 １名  

（２）部会員 若干名 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。 
 
（任期） 

第４条 部会の委員の任期は、部会の目的が達成されたときまでとする。ただし、 

充て職にあたっては、委員就任時の機関、団体等の役職を離れたときは、その

資格を失い、後任者が残任期間を務めるものとする。 
 
（会議） 

第５条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 

２ 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 
  
 附 則 

 この要綱は、令和７年６月９日から施行する。 

参考２ 

令 和 ７ （ 2 0 2 5 ） 年 ６ 月 ９ 日 

第２回広報・県民運動専門委員会 決定 
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機関・団体名 役職 氏名

1 グラフィックデザイナー
日本広報協会
広報アドバイザー

平本　久美子

2 奈良新聞社 編集部　整理課　主任 奥田　有紀

3 帝塚山大学 心理学部　准教授 式部　陽子

4 奈良県
地域創造部

文化・スポーツ担当次長
中村　美也子

奈良県準備委員会　広報・県民運動専門委員会　

第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国パラスポーツ大会

愛称・スローガン選定部会　委員
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第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会 

愛称・スローガン選定要領 

 

１ 目的 

 この要領は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国パラスポーツ大会の愛

称及びスローガンの採用作品を選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 審査基準 

選定にあたっては、次の事項を勘案して審査するものとする。 

（１） 愛称・スローガン共通 

① 言葉の響きやリズムがよく、印象に残ること。 

② 一部の地域に限定される表現が用いられていないこと。 

③ 過去に使用された作品と類似していないこと。 

④ 開催基本方針から想起されるフレーズに沿った内容であること。 

「だれもが、いつでも、どこでもスポーツに親しむ」 

「活き活きと安心して健やかに暮らす」 

「奈良県の魅力発信」 など 

 

（２） 愛称 

① 誰からも親しみやすく、呼びやすいものであること。 

② 奈良県らしさのある言葉で、奈良県の魅力を広く発信できるものである

こと。 

 

（３）スローガン 

① 奈良県で開催される大会の趣旨や目的、大会に向けた思いを印象づける

言葉であること。 

② 奈良県をイメージできる言葉・フレーズが用いられていること。 

 

３ 選定方法 

（１）事務局による調整（第１次選定） 

事務局は、応募作品をとりまとめ、愛称、スローガンごとに「応募作品一

覧表」を作成する。 

さらに、事務局は「２審査基準」に基づき、「応募作品一覧表」の中から 50

作品程度を選定し、「第１次候補応募作品一覧表」を作成する。 

（２）愛称・スローガン選定部会による第２次選定（書類審査） 

① 愛称・スローガン選定部会（以下、「部会」という。）の委員は、「第１次

参考 3-1 

令 和 ７ （ 2 0 2 5 ） 年 ６ 月 ９ 日 

第２回広報・県民運動専門委員会 決定 
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候補応募作品一覧表」の中から、優れていると思われる作品各 10 作品程

度を優劣つけずに選定し、その結果を事務局に報告する。 

② 事務局は、①で報告を受けた作品をとりまとめ、「第２次候補作品一覧表」

を作成する。 

 

（３） 部会による第３次選定（書類審査） 

① 部会の委員は、「第２次候補作品一覧表」の中から、優れている作品を、

順位をつけて各５作品を選定し、その結果を事務局に報告する。 

② 事務局は、①で報告を受けた作品について、得点順に並べた「第３次候

補作品一覧表」を作成する。 

 

（４）最終候補の選定 

部会を開催し、部会の委員の協議により愛称及びスローガンそれぞれの

「第３次候補作品一覧表」の中から上位 10 作品程度を選定し、順位付け

を行い事務局に報告する。 

 

（５）事務局での整理 

部会から報告を受けた 10 作品程度について「最終候補作品一覧表」を作

成し、広報・県民運動専門委員会に報告する。 

 

（６）広報・県民運動専門委員会による決定 

広報・県民運動専門委員会を開催し、事務局から報告を受けた「最終候補

作品一覧表」について協議し、採用作品各１点を決定する（適宜、専門委

員会による補正を行うことができる。）。 

なお、採用作品の応募者が複数ある場合は、別途定める抽選方法により、

懸賞当選者を決定する。 

 

４ 報告及び発表 

   常任委員会において、愛称及びスローガンの採用作品を報告する。 

採用作品の発表は、令和８年３月頃にホームページなどで公表する。 
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第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会 

 愛称・スローガン懸賞当選者抽選要領 

 

１ 趣旨 

  この要領は、第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会奈良

県準備委員会広報・県民運動専門委員会（以下「専門委員会」という。）に

おいて、愛称・スローガンの採用作品が複数の者から応募があった作品であ

る場合に、懸賞当選者を選定するために必要な事項を定める。 

 

２ 抽選対象者の確定 

（１）複数の者から応募があった採用作品を対象作品といい、その応募者を抽

選対象者とする。 

（２) 第85回国民スポーツ大会・第30回全国パラスポーツ大会奈良県準備委員

会事務局（以下「事務局」という。）は、対象作品ごとに抽選対象者に抽

選番号を付し、抽選対象者一覧表を作成する。 

 

３ 抽選の場所および抽選者 

（１）抽選は、専門委員会において行うものとする。 

（２）抽選者は、専門委員会委員長とする。 

 

４ 抽選方法 

（１） 事務局は、抽選対象者一覧表により、抽選対象者の確認を行う。 

（２） 事務局は、抽選番号が書かれた抽選カードを抽選箱に入れ、抽選者は

抽選箱から一枚の抽選カードを取り出す。 

（３） 事務局は、抽選箱から取り出された抽選カードの番号を確認し、抽選

対象者一覧表から該当する抽選番号が付された抽選対象者の氏名、住所

等を読み上げ、懸賞当選者を決定する。 

 

参考 3-2 

令 和 ７ （ 2 0 2 5 ） 年 ６ 月 ９ 日 

第２回広報・県民運動専門委員会 決定 
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